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令和５年度決算に基づく健全化判断比率審査意見

１ 審査の概要

この審査は、市長から提出された令和５年度決算に基づく健全化判断比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかど

うかを主眼として実施しました。

２ 審査の結果

⑴ 総合意見

審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されていたものと認められました。

記

※ 実質赤字比率・連結実質赤字比率の「―」表示は、実質的な赤字額が

発生していないことを表しています。

※ 将来負担比率の「―」表示は、実質的な将来負担が発生していないこ

とを表しています。

⑵ 個別意見

ア 実質赤字比率について

実質赤字額が発生しておらず、実質赤字比率は算定されないため、表

示できません。

イ 連結実質赤字比率について

連結実質赤字額が発生しておらず、連結実質赤字比率は算定されない

ため、表示できません。

健全化判断比率 令和５年度 令和４年度 早期健全化基準

ア 実質赤字比率 ― ― １２．９０％

イ 連結実質赤字比率 ― ― １７．９０％

ウ 実質公債費比率 １．７％ ０．０％ ２５．０ ％

エ 将来負担比率 ― ― ３５０．０ ％
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ウ 実質公債費比率について

実質公債費比率は１．７％となっており、早期健全化基準の２５．０％

と比較すると、これを大きく下回り良好な水準を示しています。

エ 将来負担比率について

将来負担比率は基金等充当可能な財源が将来負担額を上回っており、

実質的な将来負担が発生していないため、表示できません。

３ 是正改善を要する事項

指摘すべき事項は、特にありません。
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令和５年度決算に基づく資金不足比率審査意見

１ 審査の概要

この審査は、市長から提出された令和５年度決算に基づく資金不足比率及

びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどう

かを主眼として実施しました。

２ 審査の結果

⑴ 総合意見

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されていたものと認められました。

記

ア 下水道事業会計

※ 「―」の表示は、資金不足が発生していないことを示しています。

イ 公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計

※ 「―」の表示は、資金不足が発生していないことを示しています。

⑵ 個別意見

ア 下水道事業会計

資金不足額が発生しておらず、資金不足比率は算定されないため、表

示できません。

イ 公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計

資金不足額が発生しておらず、資金不足比率は算定されないため、表

示できません。

３ 是正改善を要する事項

指摘すべき事項は、特にありません。

比率名 令和５年度 令和４年度 経営健全化基準

資金不足比率 ― ― ２０．０％

比率名 令和５年度 令和４年度 経営健全化基準

資金不足比率 ― ― ２０．０％
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